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プし

窃
盗
等
の
被
害
者
を
相
手
方
と
し
て
盗
品
等
の
有
償
の
処
分
の
あ
っ
せ
ん

を
す
る
場
合
と
盗
品
等
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
成
否

最
高
裁
平
成
一
四
(
二
O
O
二
)
年
七
月
一
日
決
定
(
平
成
一
一
一
一
年
(
あ
)

第
一
七
二
八
号
、
盗
口
叩
等
処
分
あ
っ
せ
ん
被
告
事
件
)

刑
集
五
六
巻
六
号
二
六
五
頁
、
判
時
一
七
九
人
口
万
二
ハ
一
頁
、
判
タ
一

松

誠

寸巳
'ぷ山内

尾

一
O
四
号
一
六
一
頁

〔
参
照
条
文
〕
刑
法
二
五
六
条
二
項

{
事
実
】
C
会
社
は
、
何
者
か
に
よ
っ
て
盗
難
被
害
に
遭
い
、
約
束
手
形
一
八
一
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判例研究

通
(
額
面
額
合
計
約
七
億
八
五
七
八
万
円
)
他
を
盗
ま
れ
た
。
被
告
人

H

と

S
は
、
こ
の
盗
難
が
あ
っ
た
後
、
氏
名
不
詳
者
か
ら
、
盗
難
被
害
品
の

一
部
で
あ
る
約
束
手
形
二
一
二
通
を
、

C
会
社
関
係
者
に
売
却
す
る
こ
と

を
依
頼
さ
れ
た
。
被
告
人
ら
は
、
そ
れ
が

C
会
社
か
ら
の
盗
品
で
あ
る
こ

と
を
知
り
な
が
ら
、

C
会
社
関
係
者
ら
と
買
い
取
り
の
条
件
な
ど
を
交
渉

し
た
上
、

C
会
社
従
業
員

T
に
、
約
束
手
形
二
三
通
(
額
面
額
合
計
約

五
億
五
三
一
三
万
円
)
を
八
二
二

O
万
円
と
引
き
替
え
に
交
付
し
て
、

C

会
社
に
売
却
し
、
盗
品
の
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
を
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
第
一
審
・
富
山
地
裁
平
成
一
一
二
(
二

O
O
二

年

三

月
二
七
日
判
決
は
、
被
告
人
ら
に
、
刑
法
二
五
六
条
二
項
の
盗
品
等
有
償

処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
そ
の
際
、
特
に
、
被
害
者
へ
の
売

却
と
盗
品
関
与
罪
の
成
否
に
つ
い
て
、
「
買
い
取
ら
な
い
と
回
収
が
困
難

に
な
る
と
ほ
の
め
か
し
て
盗
難
被
害
者
に
盗
品
を
売
り
付
け
る
行
為
が
被

害
者
の
正
当
な
返
還
請
求
権
の
行
使
を
妨
げ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
は
明
内

で
、
臓
物
罪
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
側
が
、
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
は
被
害
者
に

対
し
て
盗
品
の
売
却
を
あ
っ
せ
ん
す
る
場
合
を
対
象
と
し
て
い
な
い
と

L

て
、
法
令
の
適
用
の
誤
り
な
ど
を
主
張
し
、
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
第
二
審
・

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
平
成
一
三
(
二

O
O
二
年
一

O
月
四
日
判
決
は
、

量
刑
不
当
を
理
由
に
一
審
判
決
を
破
棄
し
た
も
の
の
、
有
償
処
分
あ
っ
せ

ん
罪
に
つ
い
て
は
、
「
盗
品
等
の
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
行
為
を
処
罰
す
る

理
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為
が
被
害
者
の
被
害
財
物
に
対
す
る
返
還
請

求
権
の
行
使
を
困
難
な
ら
し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
強
窃
盗
の
よ

う
な
犯
罪
を
助
成
し
誘
発
せ
し
め
る
危
険
を
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
と
こ
ろ
(
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
昭
和
二
六
年
一
月
三

O
日
刑
集

五
巻
一
号
一
一
七
頁
参
照
)
、
被
害
者
に
対
し
て
売
買
な
ど
有
償
の
処
分

の
あ
っ
せ
ん
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
も
被
害
者
の
無
償
で
の
返
還
請
求
権

の
行
使
を
困
難
な
ら
し
め
る
点
で
変
わ
り
は
な
く
、
ま
た
強
窃
盗
の
如
き

財
産
に
対
す
る
罪
を
助
成
し
誘
発
せ
し
め
る
危
険
を
有
す
る
と
も
い
え
る

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
あ
っ
せ
ん
行
為
を
本
条
項
の
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き

い
わ
れ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
そ
の
成
立
を
認
め
た
。

そ
こ
で
、
被
告
人
側
が
、
判
例
・
通
説
が
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
罪

質
に
つ
き
、
追
求
権
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害

者
に
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
を
し
た
被
告
人
ら
の
行
為
に
対
し
、
有
償
処

分
あ
っ
せ
ん
罪
を
適
用
し
た
原
判
決
に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き

法
令
違
反
が
あ
り
、
原
判
決
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
正
義
に
反
す
る
、
な
ど

と
主
張
し
て
上
告
し
た
も
の
が
、
本
件
で
あ
る
。
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【
決
定
要
旨
}
上
告
棄
却
。

本
決
定
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
は
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
、



量
刑
不
当
の
主
張
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
O
五
条
の
上
告
理
由
に
あ
た
ら

な
い
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
が
、
な
お
書
き
に
よ
り
、
次
の
よ
う
な
職

権
判
断
を
示
し
た
。

刑事判例研究

盗
品
等
の
有
償
の
処
分
の
あ
っ
せ
ん
を
す
る
行
為
は
、
窃
盗
等
の
被

害
者
を
処
分
の
相
手
方
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
に
よ
る
盗

品
等
の
正
常
な
回
復
を
困
難
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
窃
盗
等
の
犯
罪

を
助
長
し
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
二
五
六

条
二
項
に
い
う
盗
品
等
の
「
有
償
の
処
分
の
あ
っ
せ
ん
」
に
当
た
る
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
(
最
高
裁
昭
和
二
五
年
(
れ
)
第
一
九
四
号

同
二
六
年
一
月
一
二
O
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
刑
集
五
巻
一
号
一
一
七
頁
、

最
高
裁
昭
和
二
六
年
(
あ
)
第
一
五
人
O
号
同
二
七
年
七
月
一

O
日
第

一
小
法
廷
決
定
・
刑
集
六
巻
七
号
八
七
六
頁
、
最
高
裁
昭
和
三
一
年

(
あ
)
第
三
五
三
三
号
同
三
四
年
二
月
九
日
第
二
小
法
廷
・
刑
集
一
一
一
一

巻
一
号
七
六
頁
参
照
)
。
こ
れ
と
同
旨
の
見
解
に
立
ち
、
被
告
人
の
行

為
が
盗
品
等
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
に
当
た
る
と
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で

あ
る
。

【
評
釈
】

一
刑
法
二
五
六
条
(
以
下
、
「
本
条
」
と
す
る
)
は
、
盗
品
関
与
罪
(
以

下
、
「
本
罪
」
と
す
る
)
と
し
て
、
一
一
項
で
無
償
譲
り
受
け
を
、
二
項
で

運
搬
、
保
管
、
有
償
譲
り
受
け
、
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
、
を
可
罰
行
為

と
し
て
規
定
し
、
そ
の
法
定
刑
を
、
一
項
で
は
三
年
以
下
の
懲
役
、
二
項

で
は
一

O
年
以
下
の
懲
役
及
び
五
O
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
と
規
定

し
て
お
り
、
特
に
二
項
に
つ
い
て
、
他
の
財
産
犯
よ
り
も
重
く
規
定
さ
れ

(1) 

て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
本
国
非
の
本
質
に
つ
い
て
、
判
例
で
は
、
例

(
2
)
 

え
ば
、
最
高
裁
昭
和
二
三
(
一
九
四
人
)
年
一
一
月
九
日
判
決
が
、
「
賊

物
を
転
々
し
て
被
害
者
の
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
も
し
く
は
不
能
な

ら
し
め
る
点
に
あ
る
」
と
し
、
学
説
上
も
、
一
般
に
、
追
求
権
の
侵
害
を

(3) 

問
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
基
本
的
な
追
求
権
と
し

て
の
、
所
有
権
に
基
づ
く
物
権
的
返
還
請
求
権
の
相
手
方
は
、
「
現
に
無

(4) 

権
限
で
他
人
の
物
を
占
有
し
て
い
る
者
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
被
害
者

(5) 

の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
例
え
ば
、
本
犯
者
と
盗
品
を
買
い
受
け
る
者
と
の

間
で
、
物
の
授
受
が
な
さ
れ
れ
ば
、
請
求
権
の
行
使
が
困
難
な
い
し
不
能

に
な
る
こ
と
か
ら
、
本
罪
で
は
、
そ
の
よ
う
な
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困

難
に
す
る
行
為
を
類
型
的
に
盗
品
関
与
罪
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
、
返

還
請
求
権
と
い
う
「
回
復
の
利
益
」
を
保
護
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
本
条
一
項
と
二
項
と
の
法
定
刑
の
差
異
を
理
解
す
る
に
あ

た
っ
て
、
追
求
権
侵
害
の
ほ
か
に
、
本
犯
助
長
的
側
面
が
考
慮
さ
れ
る
べ

(6) 

き
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
一
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
本

北法54(5・179)1723 



半Ij例研究

罪
の
本
質
と
し
て
、
追
求
権
侵
害
の
側
面
と
本
犯
助
長
的
側
面
と
の
関
係

を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
学
説
上
は
、
両
者
を

考
慮
す
る
も
の
の
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
追
求
権
侵
害
は
満
た
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
と
、
追
求
権
侵
害
が
な
く
と
も
、
本
犯

助
長
的
側
面
を
満
た
し
て
さ
え
い
れ
ば
よ
い
と
す
る
見
解
、
に
区
別
さ
れ

る
。
判
例
で
は
、
こ
の
よ
う
な
本
罪
の
本
質
に
つ
い
て
、
特
に
、
有
償
処

分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既
遂
時
期
(
未
遂
は
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
の
で
成
立
時

(
7
)
 

期
)
の
検
討
に
伴
っ
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
他
方
、
本
罪
の
本
質
に
つ

い
て
、
追
求
権
侵
害
を
不
可
欠
と
す
る
見
解
に
お
い
て
は
、
特
に
、
被
害

者
へ
の
盗
品
の
返
還
を
め
ぐ
る
事
案
に
つ
い
て
、
被
害
品
が
被
害
者
の
も

と
へ
返
還
さ
れ
て
い
る
以
上
、
追
求
権
侵
害
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
が
提
起
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
被
害
者
へ
の
盗
品
の
返
還
と
本

罪
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
決
定
は
、
被
害
者
に
対
す
る
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
行
為
も
、
被
害

者
に
よ
る
盗
品
の
正
常
な
回
復
を
困
難
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
盗
品
等

の
犯
罪
を
助
長
し
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
盗

品
の
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
行
為
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
が
、
そ
れ
に
際

(8) 

し
て
は
、
最
高
裁
昭
和
二
六
(
一
九
五
こ
年
一
月
三

O
日
判
決
(
以
下
.

「
お
年
判
決
」
と
す
る
)
と
、
最
高
裁
昭
和
二
七
(
一
九
五
二
)
年
七
月

(
9
)
 

一
O
日
決
定
(
以
下
、
「
幻
年
決
定
」
と
す
る
)
を
引
用
し
て
い
る

(
印
)

え
て
、
最
高
裁
昭
和
コ
一
四
(
一
九
五
九
)
年
二
月
九
日
決
定
も
引
用
し
て

い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
最
高
裁
判

決
及
、
び
決
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
お
年
判
決
が
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既

遂
時
期
、
幻
年
決
定
が
被
害
者
へ
の
盗
品
運
搬
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
、
初
年
判
決
を
参
考
に
、
本
罪
の
本

質
に
つ
い
て
の
本
決
定
の
理
解
を
考
察
し
た
の
ち
(
ニ
)
、
そ
の
理
解
を

前
提
と
し
て
、
幻
年
決
定
を
参
考
に
、
被
害
者
へ
の
盗
品
の
返
還
と
有
償

処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
成
否
に
関
す
る
本
決
定
の
理
解
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
に
す
る
(
三
)
。

北法54(5・180)1724 

加

二
本
罪
の
本
質
に
つ
い
て
、
一
般
に
、
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
な

い
し
不
能
に
さ
せ
る
こ
と
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
、
有
償
譲
り
受
け
罪
の

既
遂
時
期
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
審
院
昭
和
一
四
(
一
九
三
九
)
年

(
日
)

一
一
一
月
一
一
一
一
日
判
決
が
、
「
臓
物
故
買
罪
ガ
成
立
ス
ル
ニ
ハ
情
ヲ
知
リ
テ

売
買
、
交
換
等
有
償
行
為
ニ
依
リ
臓
物
ヲ
受
領
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
〔
す
〕
」

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
売
買
の
約
束
を
し
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
物

の
授
受
ま
で
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
行
為
類

型
(
無
償
譲
り
受
け
、
運
搬
、
保
管
)
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
さ
れ
て
い

(
は
)

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既
遂
時
期
に
つ
い
て
は
、

物
の
授
受
が
あ
っ
せ
ん
行
為
後
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
る



刑事判例研究

と
、
あ
っ
せ
ん
行
為
を
し
た
だ
け
で
は
、
未
だ
請
求
権
の
行
使
が
困
難
に

な
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

判
例
は
、
こ
の
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既
遂
時
期
と
の
関
わ
り
の
な

か
で
、
追
求
権
侵
害
に
加
わ
る
、
本
犯
助
長
的
側
面
と
い
う
観
点
を
打
ち

出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
初
年
判
決
は
、
本
犯
者
か
ら
、
盗
品
で
あ
る
衣
類

二
六
O
点
余
り
の
売
却
方
を
依
頼
さ
れ
た
被
告
人
が
、

K
に
対
し
て
、
そ

れ
ら
盗
品
を
買
い
受
け
て
も
ら
い
た
い
旨
申
し
向
け
て
あ
っ
せ
ん
を
し
た

と
こ
ろ
、

K
が
現
物
を
見
た
い
と
申
し
出
た
の
で
、
共
に
盗
品
の
所
在
場

所
に
向
か
う
途
中
、
警
察
官
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
た
、
と
い
う
事
案
に
つ
い

て
、
「
際
物
に
関
す
る
罪
を
一
概
に
所
論
の
如
く
被
害
者
の
返
還
請
求
権

に
対
す
る
罪
と
の
み
狭
く
解
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
、
(
法
が
駐
物
牙
保

を
罰
す
る
の
は
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
の
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
な
ら

し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
強
窃
盗
の
如
き
犯
罪
を
助
成
し
誘
発
せ

し
め
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
ご
と
本
罪
の
本
質
を
述
べ
、
有
償
処

分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既
遂
時
期
に
つ
い
て
、
あ
っ
せ
ん
行
為
だ
け
で
足
り
る

と
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
判
例
に
お
け
る
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既
遂
時
期
に
関

す
る
理
解
に
は
、
こ
の
お
年
判
決
に
至
る
ま
で
に
、
い
く
つ
か
の
展
開
が

(
日
)

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
初
は
、
例
え
ば
、
旧
刑
法
下
の
大
審
院
明
治

(

日

比

)

二
五
(
一
八
九
二
)
年
一
月
一
一
一
日
判
決
が
、
「
妊
物
牙
保
ノ
罪
ハ
其
売

主
買
主
双
方
ノ
間
ニ
介
立
シ
テ
売
買
ヲ
遂
ケ
シ
ム
ル
ニ
因
テ
成
立
ス
ル
」

と
し
て
、
既
遂
の
成
立
に
物
の
授
受
ま
で
必
要
と
し
、
こ
の
考
え
方
は
、(日
)

現
行
刑
法
の
も
と
で
も
大
審
院
時
代
は
争
い
が
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

(
凶
)

と
こ
ろ
が
、
戦
後
、
最
高
裁
昭
和
二
三
年
一
一
月
九
日
判
決
(
以
下
、

「
お
年
判
決
」
と
す
る
)
は
、
「
賊
物
に
関
す
る
罪
の
本
質
は
、
賊
物
を

転
々
し
て
被
害
者
の
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
も
し
く
は
不
能
な
ら
し

め
る
点
に
あ
る
」
と
の
理
解
を
前
提
に
、
「
い
や
し
く
も
賊
物
た
る
の
情

を
知
り
な
が
ら
臓
物
の
売
買
を
仲
介
周
旋
し
た
事
実
が
あ
れ
ば
、
既
に
被

害
者
の
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
な
ら
し
め
る
行
為
を
し
た
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
其
周
旋
に
か
か
る
臓
物
の
売
買
が
成
立
し
な
く

と
も
、
織
物
牙
保
罪
の
成
立
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。

つ
ま
り
、
お
年
判
決
は
、
本
罪
の
本
質
は
追
求
権
侵
害
で
あ
る
と
の
理
解

に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の
既
遂
時
期
に
つ
い
て
は
、

あ
っ
せ
ん
行
為
の
み
で
足
り
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ

(
げ
)

う
な
理
解
に
対
し
て
は
、
す
で
に
学
説
で
批
判
が
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
判

例
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
名
古
屋
高
裁
昭
和
二
五
三
九
五
O
)
年
四

(
凶
)

月
五
日
判
決
は
、
先
の
大
審
院
明
治
二
五
年
一
月
一
一
一
日
判
決
を
引
用
し

た
上
で
、
「
直
接
又
は
間
接
の
媒
介
に
よ
っ
て
そ
の
蛙
物
の
有
償
処
分
が

行
わ
れ
た
こ
と
を
要
し
単
に
:
・
売
主
か
ら
そ
の
蛙
物
の
有
償
処
分
の
媒

介
を
依
頼
せ
ら
れ
た
こ
と
若
し
く
は
こ
れ
を
承
諾
し
て
更
に
他
人
に
そ
の
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媒
介
を
依
頼
し
た
こ
と
丈
を
以
て
は
未
だ
駐
物
牙
保
罪
の
成
立
あ
り
と
は

な
し
得
な
い
」
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
ま
で
い
わ
な
く
と
も
、

(
印
)

例
え
ば
、
福
岡
高
裁
昭
和
二
四
(
一
九
四
九
)
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決
は
、

「
〔
粧
物
牙
保
罪
の
成
立
に
、
筆
者
註
〕
肱
物
の
有
償
処
分
の
存
在
を
要

す
る
こ
と
は
所
論
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
処
分
が
売
買
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
売
買
契
約
の
成
立
を
以
っ
て
足
り
必
ず
し
も
駐
物
自
体

の
現
実
的
な
交
付
、
移
転
を
要
せ
ず
、
且
つ
又
一
旦
売
買
契
約
が
成
立
し

た
以
上
後
に
至
っ
て
解
約
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て
既
に
成
立
し

た
駐
物
牙
保
の
罪
が
消
滅
に
帰
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

た
だ
、
加
年
判
決
ま
で
の
展
開
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
、
既
遂
の

成
立
時
期
に
関
す
る
見
解
の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
罪
の
本
質

と
し
て
、
取
り
立
て
て
本
犯
助
長
的
側
面
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
お
年
判
決
も
、
追
求
権
侵
害
の
側
面
の
み
に
着
目
し

な
が
ら
、
既
遂
の
成
立
に
は
あ
っ
せ
ん
行
為
だ
け
で
足
り
る
と
し
、
そ
れ

に
対
立
す
る
か
た
ち
で
、
下
級
審
に
お
い
て
、
物
の
授
受
ま
で
必
要
と
す

る
見
解
、
契
約
ま
で
は
必
要
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
状
況

に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
初
年
判
決
は
、
追
求
権
侵
害
の

側
面
以
外
に
、
本
犯
助
長
的
側
面
を
正
面
か
ら
認
め
た
上
で
、
既
遂
の
成

立
に
は
あ
っ
せ
ん
行
為
の
み
で
足
り
る
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の

点
、
既
遂
の
成
立
に
あ
っ
せ
ん
行
為
の
み
で
足
り
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

端
的
に
お
年
判
決
に
従
え
ば
済
む
と
こ
ろ
、
わ
ざ
わ
ざ
本
犯
助
長
的
側
面

を
打
ち
出
し
た
上
で
、
あ
っ
せ
ん
行
為
の
み
で
足
り
る
と
し
た
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
初
年
判
決
は
、
あ
っ
せ
ん
行
為
だ
け
で
は
追
求
権
侵

害
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
本
犯
助
長
的
側
面
は
満
た
し
て
い
る
の
で
、

既
遂
の
成
立
に
は
十
分
で
あ
る
、
と
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
実
際
に
も
、
お
年
判
決
は
、
「
被
告
人
の
右
周
旋
行
為
に
よ
っ
て
未

だ
粧
物
の
売
買
は
完
成
す
る
に
至
ら
ず
、
ま
た
本
件
の
被
害
者
の
肱
物
返

還
請
求
権
行
使
を
不
能
又
は
困
難
な
ら
し
め
る
お
そ
れ
は
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
尚
行
為
自
体
は
既
に
肱
物
牙
保
罪
の
成
立
に
必
要
な
周
旋
行
為
に

(
初
)

該
当
す
る
も
の
と
認
め
る
を
相
当
と
す
る
」
と
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
と
同
様
に
、
本
犯
助
長
的
側
面

が
満
た
さ
れ
た
だ
け
で
も
本
罪
が
成
立
す
る
と
す
る
見
解
が
、
有
力
に
主

張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
な
か
に
は
、
本
罪
を
、
本
犯
の
よ

う
な
財
産
領
得
罪
と
は
異
な
り
、
「
財
産
領
得
罪
を
禁
止
す
る
刑
法
規
範

の
実
効
性
」
と
い
う
、
よ
り
抽
象
化
さ
れ
た
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
理

解
し
、
本
罪
の
処
罰
規
定
は
、
本
犯
者
へ
の
犯
行
後
の
協
力
・
援
助
行
為

を
禁
止
し
て
本
犯
者
を
「
孤
立
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
財
産
犯
へ
の
誘

因
を
除
き
、
ひ
い
て
は
盗
品
処
理
な
い
し
売
却
の
た
め
の
非
合
法
的
な
仕

組
み
の
形
成
を
阻
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
(
本
犯
の
被
害
者
の
保
護

(
幻
)

は
、
規
制
の
反
射
的
効
果
に
す
ぎ
な
い
)
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
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追
求
権
侵
害
の
側
面
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
も
、
本
罪
の
成
立
を
認
め
る

と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
帰
結
に
不
当
な
場
合
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
あ

く
ま
で
も
本
罪
の
成
立
に
は
追
求
権
侵
害
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
本
犯
者
が
、
被
害
者
に
直

接
、
被
害
品
を
売
り
つ
け
た
事
例
に
お
い
て
、
本
犯
助
長
的
側
面
の
み
で

本
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
と
す
れ
ば
、
被
害
者
に
直
接
売
り
つ
け
る
こ
と

も
、
被
害
者
が
金
銭
を
支
払
う
こ
と
で
有
償
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

本
犯
助
長
的
側
面
を
満
た
し
て
い
る
と
い
え
、
被
害
者
自
身
に
有
償
譲
り

受
け
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
被
害
者
が
自
ら

被
害
口
聞
を
買
い
戻
す
と
、
被
害
者
自
身
に
有
償
譲
り
受
け
罪
が
成
立
す
る

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
合
、
本
罪
の
成
立
を
否
定

す
べ
き
と
す
る
な
ら
ば
、
結
局
は
、
追
求
権
侵
害
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る

(
辺
)

べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
犯
助
長
的
側
面
は
、
追
求
権
侵
害
に
取

っ
て
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
付
加
し
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も

(
お
)

の
に
す
ぎ
ず
、
追
求
権
侵
害
の
側
面
は
、
本
罪
の
成
否
を
判
断
す
る
上
で

不
可
欠
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
お
年
判
決
以
後
の
判
例
も
、
お
年
判
決
を
、
追
求
権

侵
害
を
不
必
要
な
も
の
と
し
た
判
決
と
は
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例

(
引
山
)

え
ば
、
最
高
裁
昭
和
三
九
(
一
九
六
四
)
年
二
月
二
八
日
決
定
は
、
盗
口
聞

の
売
買
を
あ
っ
せ
ん
し
た
事
実
が
あ
る
以
上
、
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
が

成
立
す
る
、
と
判
示
す
る
に
際
し
、
お
年
判
決
と
初
年
判
決
を
同
時
に
引

用
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
幻
年
判
決
と
周
年
判
決
を
、
既
遂
の
成
立
に

あ
っ
せ
ん
行
為
の
み
で
足
り
る
と
し
た
点
で
共
通
す
る
判
例
と
理
解
し
、

そ
の
聞
に
何
ら
違
い
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
理

解
は
、
本
決
定
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
確
か
に
、
本
決
定
は
、
お
年

判
決
を
引
用
し
な
が
ら
も
、
本
件
事
案
が
、
最
終
的
に
売
却
が
な
さ
れ
、

結
果
的
に
、
追
求
権
侵
害
の
側
面
と
本
犯
助
長
的
側
面
の
、
ど
ち
ら
も
満

た
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
罪
の
本
質
と
し
て
二
つ
の
側
面

が
あ
る
こ
と
自
体
は
示
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
つ
い
て

の
理
解
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
決
定
が
、
同
時
に
、

(
お
)

最
高
裁
昭
和
三
一
四
年
二
月
九
日
決
定
(
以
下
、
「

M
年
決
定
」
と
す
る
)

も
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
、
本
決
定
も
追
求
権
侵
害
を
不
必
要
な
も
の
と

は
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

す
な
わ
ち
、

M
年
決
定
は
、
被
告
人
が
盗
品
で
あ
る
反
物
に
つ
き
、
有

償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
を
し
た
と
す
る
事
実
に
対
し
、
弁
護
人
が
、
そ
の
あ
っ

せ
ん
を
依
頼
し
た
者
は
善
意
無
過
失
に
よ
り
そ
の
反
物
を
占
有
し
た
の
で

あ
る
か
ら
、
盗
品
性
が
失
わ
れ
て
お
り
、
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
は
成
立

し
な
い
と
主
張
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
「
肱
物
に
関
す
る
罪
は
、
被
害
者

の
財
産
権
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
が
民
法
の
規
定

に
よ
り
そ
の
物
の
回
復
を
請
求
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
以
上
、
そ
の
物
に
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布

P
キ
す

っ
き
肱
物
罪
の
成
立
す
る
こ
と
あ
る
は
原
判
示
の
と
お
り
で
あ
る
」
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
法
一
九
二
条
の
即
時
取
得
に
よ
り
、
第
三

者
が
当
該
目
的
物
に
つ
い
て
、
善
意
無
過
失
に
占
有
を
始
め
た
場
合
に
は
、

(
お
)

そ
の
善
意
取
得
者
に
所
有
権
が
帰
属
し
、
本
犯
の
被
害
者
と
し
て
は
追
求

権
を
有
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、

M
年
決
定
は
、
そ
の

目
的
物
が
盗
品
で
あ
る
場
合
に
は
、
民
法
一
九
三
条
に
よ
り
、
被
害
者
は

二
年
問
、
現
在
の
占
有
者
に
対
し
て
、
そ
の
被
害
口
問
の
回
復
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
問
、
盗
品
性
は
な
お
失

わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

M
年
決
定
は
、
追
求

権
侵
害
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
た
だ
追
求
権
の
内
容
と
し
て
は
、
何
ら
か

(
幻
)

の
法
的
な
回
復
請
求
権
で
足
り
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
決
定
、
が
、
こ
の
よ
う
な

M
年
決
定
と
お
年
判
決
を
同
時
に
引
用
し
て

い
る
こ
と
は
、
出
年
判
決
を
、
決
し
て
追
求
権
侵
害
を
不
必
要
な
も
の
と

し
た
判
決
と
は
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
他
方
で
、
本

罪
の
成
立
に
つ
き
、
あ
く
ま
で
追
求
権
侵
害
の
側
面
が
満
た
さ
れ
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
本
決
定
が
、
追
求

権
侵
害
を
不
可
欠
な
も
の
と
理
解
し
た
か
ら
こ
そ
、
次
に
検
討
す
る
、
被

害
者
へ
の
盗
品
の
返
還
と
本
罪
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
決
定
は
、
被
害
者
へ
の
盗
品
の
返
還
と
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
罪
の

成
否
に
関
し
、
幻
年
決
定
を
引
用
し
て
い
る
。
幻
年
決
定
は
、
被
告
人
が
、

盗
難
被
害
品
で
あ
る
ミ
シ
ン
一
台
と
甲
皮
約
二
五
足
分
を
被
害
者
宅
ま
で

運
搬
し
た
、
と
い
う
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
幻

年
決
定
の
原
原
審
・
岐
阜
地
裁
は
、
被
告
人
の
行
為
は
被
害
者
の
自
救
行

為
に
協
力
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と

し
て
無
罪
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
・
名
古
屋
高

裁
は
、
確
か
に
、
被
告
人
は
、
被
害
者
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
い
て
、
窃
盗

犯
人
と
の
交
渉
の
上
、
盗
品
で
あ
る
ミ
シ
ン
と
甲
皮
を
取
り
戻
し
て
き
た

け
れ
ど
も
、
①
そ
の
た
め
に
、
被
害
者
に
窃
盗
犯
人
の
要
求
す
る
多
額
の

八
万
円
を
あ
え
て
出
指
さ
せ
た
ほ
か
、
②
被
害
品
で
あ
る
甲
皮
に
関
し
て

一
万
円
の
恐
喝
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
③
被
告
人
が
窃
盗
犯
人
と
密
接
な
関

係
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
警
察
力
を
無
視
し
、
被
害
品
の
所
在
や
窃
盗
犯
人

を
探
知
し
な
が
ら
、
被
害
者
の
た
め
に
警
察
に
通
報
す
る
な
ど
そ
の
被
害

の
正
常
な
回
復
を
図
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
進
ん
で
被
害
者
に
対
し
て
警

察
に
連
絡
す
る
こ
と
を
断
念
さ
せ
る
ま
で
し
て
い
た
こ
と
、
④
か
え
っ
て
、

窃
盗
犯
人
の
た
め
に
被
筈
品
の
あ
っ
せ
ん
を
し
た
観
の
著
し
い
こ
と
、
な

ど
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
が
被
害
者
の
た
め
に
被
害

品
の
回
復
に
善
意
誠
実
に
協
力
し
た
も
の
と
は
到
底
認
め
ら
れ
な
い
と
し

た
上
で
、
「
被
告
人
等
の
本
件
駐
物
の
運
搬
は
被
害
者
の
た
め
に
な
し
た

も
の
で
は
な
く
窃
盗
犯
人
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
領
得
を
継
受
し
妊
物
の
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所
在
を
移
転
し
た
も
の
で
あ
っ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
被
害
者
を
し
て
該
駐
物

の
正
常
な
る
(
無
償
返
還
請
求
権
の
行
使
に
よ
る
)
回
復
を
全
く
困
難
な

ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
、
盗
品
運
搬
罪
が
成
立
す
る
と
し

た
。
そ
し
て
、
幻
年
決
定
は
、
「
原
判
決
は
、
・
:
本
件
駐
物
の
運
搬
は
被

害
者
の
た
め
に
な
し
た
も
の
で
は
な
く
、
窃
盗
犯
人
の
利
益
の
た
め
に
そ

の
領
得
を
継
受
し
て
肱
物
の
所
在
を
移
転
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

よ
っ
て
被
害
者
を
し
て
該
舵
物
の
正
常
な
る
回
復
を
全
く
困
難
な
ら
し
め

た
も
の
で
あ
る
と
認
定
判
示
し
て
駐
物
運
搬
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
何
等
所
論
判
例
と
相
反
す
る
判
断
を
し
て
い
な
い
」
と
し

て
、
被
告
人
側
の
上
告
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
幻
年
決
定
は
、
被
害
者
へ
の
盗
品
の
運
搬
に
つ
い
て
、
被

告
人
の
行
為
が
被
害
者
に
よ
る
盗
品
の
正
常
な
回
復
を
困
難
に
し
た
こ
と

に
基
づ
き
盗
品
運
搬
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
、
原
判
決
の
判
断
を
支
持
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
決
定
も
、
被
害
者
に
対
す
る
有
償
処
分
の

あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
こ
の
幻
年
決
定
を
引
用
の
上
、
同
旨
の
見
解
を
採

り
、
「
盗
品
等
の
有
償
の
処
分
の
あ
っ
せ
ん
を
す
る
行
為
は
、
盗
品
等
の

被
害
者
を
処
分
の
相
手
方
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
に
よ
る
盗

品
等
の
正
常
な
回
復
を
困
難
に
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
有
償
処
分

あ
っ
せ
ん
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
、
学
説
で
は
、
判
例
が
、
「
正
常
な
回
復
」
を
困
難
に
し
た
と

し
て
、
そ
の
回
復
の
形
態
ま
で
問
題
と
す
る
こ
と
に
対
し
、
多
く
の
批
判

が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
批
判
は
、
第
一
に
、
被
害
品
は

被
害
者
の
も
と
へ
返
還
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
追
求
権
の
侵

害
は
認
め
ら
れ
な
い
、
第
二
に
、
本
罪
の
行
為
客
体
が
あ
く
ま
で
「
物
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
犯
者
に
「
利
益
」
(
売
却
代
金
)
を
得
さ

せ
る
行
為
を
、
本
罪
と
し
て
問
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
第
一
一
一
に
、

判
例
が
、
そ
の
返
還
に
つ
い
て
「
正
常
で
な
い
」
と
評
価
し
た
の
は
、
対

価
を
支
払
わ
さ
れ
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
だ
と
す
る
と
、
そ
の
と

き
認
め
ら
れ
る
の
は
、
追
求
権
の
侵
害
で
は
な
く
、
そ
の
支
払
わ
れ
さ
れ

た
金
銭
に
つ
い
て
の
新
た
な
財
産
侵
害
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
新
た
な
財
産
侵
害
に
つ
い
て
恐
喝
罪
な
ど
を

問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
は
、
被
害
品
を
買
い
戻

す
と
い
う
場
合
も
、
な
お
「
正
常
で
な
い
回
復
」
で
あ
る
と
し
て
、
別
個

に
評
価
さ
れ
る
べ
き
財
産
侵
害
を
、
盗
品
関
与
罪
の
も
と
で
可
罰
的
と
し

(
お
)

て
お
り
不
当
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
三
の
批
判
に
際
し

て
は
、
幻
年
決
定
や
本
決
定
と
は
異
な
り
、
買
い
戻
し
に
要
し
た
金
銭
に

つ
き
(
物
と
は
関
係
な
く
)
恐
喝
に
よ
る
財
産
的
損
害
と
認
め
て
い
る
、

(
明
日
)

大
審
院
大
正
二
一
(
一
九
一
一
一
二
)
年
六
月
二
九
日
判
決
が
併
せ
て
挙
げ
ら

(
初
)

れ
て
い
る
。
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(
出
)

有
権
と
共
に
存
在
し
、
所
有
権
の
円
満
な
物
支
配
の
状
況
が
妨
害
さ
れ
て

い
る
場
合
に
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、
あ
る
べ
き
物
支
配
の
状
態
の
回

(

刊

以

)

復
を
求
め
る
請
求
権
で
あ
る
。
先
の
検
討
に
基
づ
け
ば
、
本
罪
の
保
護
法

益
が
、
こ
の
返
還
請
求
権
と
い
う
「
回
復
の
利
益
」
に
あ
る
と
す
る
こ
と

に
問
題
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
こ
の
と
き
、
そ
の
回
復
の
利
益
が
、
無

償
で
の
回
復
が
果
た
さ
れ
て
こ
そ
満
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

(
お
)

権
利
と
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
(
回
復
の
無
償
性
)
。
返

還
請
求
権
と
い
う
回
復
の
利
益
に
は
、
回
復
の
無
償
性
ま
で
含
ま
れ
て
い

る
と
理
解
す
る
こ
と
が
、
回
復
の
利
益
と
し
て
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る

と
す
る
本
罪
の
規
定
上
、
適
切
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
物
」

が
被
害
者
の
も
と
に
戻
れ
ば
す
べ
て
、
回
復
の
利
益
が
満
た
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

返
還
請
求
権
と
い
う
回
復
の
利
益
は
、
現
に
占
有
を
有
す
る
者
に
対
す

る
請
求
権
の
行
使
と
い
う
実
現
手
段
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
，

例
え
ば
、
第
三
者
が
本
犯
者
か
ら
盗
品
を
買
い
受
け
る
と
い
う
一
般
的
な

有
償
譲
り
受
け
罪
に
お
い
て
、
盗
品
の
授
受
に
よ
っ
て
請
求
権
の
相
手
方

が
不
特
定
と
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
請
求
権
行
使
が
困
難
に
な
る
場
合

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
皿
作
で
は
、
請
求
権
の
行
使
が
で
き
な
い
と
い
う

結
果
を
通
し
て
、
保
護
法
益
と
し
て
の
、
回
復
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
関

係
に
あ
る
。
同
様
に
、
被
害
者
に
対
す
る
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
・
(
対

価
を
求
め
る
)
運
搬
に
つ
い
て
も
、
請
求
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
結

果
は
、
法
益
侵
害
に
対
し
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

買
い
戻
し
を
迫
る
被
告
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
、
幻
年
決
定
の
原
判
決
が
「
正
常
な
る
(
無
償
返
還
請
求
権
の
行

使
に
よ
る
)
回
復
を
全
く
困
難
な
ら
し
め
た
」
と
し
、
本
決
定
の
原
原
判

決
が
「
被
害
者
の
正
当
な
返
還
請
求
権
の
行
使
を
妨
げ
〔
た
〕
」
と
し
、

本
決
定
の
原
判
決
が
「
被
害
者
の
無
償
で
の
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難

な
ら
し
め
〔
た
〕
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
判
例
は
、
返
還
請
求
権
が
行

使
で
き
て
い
れ
ば
無
償
で
の
回
復
が
実
現
さ
れ
え
た
の
に
、
回
復
の
た
め

の
選
択
肢
が
「
買
い
戻
し
」
だ
け
に
限
定
さ
れ
、
結
果
的
に
請
求
権
行
使

が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
回
復
の
利
益
(
回
復
の
無
償
性
)
が
侵
害

さ
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
返
還
請
求
権
を
行
使
し
、
無
償
で

の
回
復
が
実
現
さ
れ
て
こ
そ
「
正
常
な
回
復
」
で
あ
る
の
に
、
被
告
人
の

行
為
は
、
被
害
者
に
請
求
権
の
不
行
使
を
余
儀
な
く
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ

て
回
復
の
利
益
(
回
復
の
無
償
性
)
を
侵
害
し
、
「
正
常
な
回
復
を
困
難

に
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
請
求
権
の
不
行
使
と
い

う
結
果
を
通
し
て
、
回
復
の
利
益
(
回
復
の
無
償
性
)
に
対
す
る
侵
害
を

捉
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
批
判
的
見
解
の
い
う
よ
う
な
、
支
払
わ
さ
れ

た
金
銭
自
体
を
直
接
、
本
罪
の
も
と
で
捉
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、

本
犯
者
に
「
利
益
」
を
得
さ
せ
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
・
な
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(M) 

い
と
思
わ
れ
る
。

学
説
の
な
か
に
は
、
判
例
が
、
単
な
る
「
回
復
」
で
は
な
く
「
正
常
な

回
復
」
を
問
題
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
追
求
権
概
念
の
拡
張
と
批
判
的

(
お
)

に
見
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
回
復
の
無
償
性
は
、
回
復
の
利
益
と
い

う
権
利
と
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
、
保
護
法
益
と
し

て
の
、
回
復
の
利
益
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
(
一
般

的
な
有
償
譲
り
受
け
罪
の
よ
う
な
)
請
求
権
の
相
手
方
が
不
特
定
と
な
り
、

そ
の
行
使
が
困
難
に
な
っ
た
結
果
、
回
復
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
、

「
無
償
で
の
」
回
復
の
利
益
、
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
一
つ
に
す

ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
け
ば
、
回
復
の
無
償
性
に
対
す
る
侵

害
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
追
求
権
概
念
の
拡
張
と
い
う
結
論

に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

判
例
の
い
う
「
正
常
な
回
復
」
と
は
、
(
返
還
請
求
権
行
使
に
よ
る
)

無
償
で
の
回
復
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
返
還
請
求
権
に
つ
き
、
返

還
に
伴
う
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
行
為
請
求
権
か
忍
容
請
求
権
か
で
学

(
お
)

説
上
の
対
立
が
あ
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
(
現
に
必
要
な
費
用
以
外

の
)
い
わ
れ
の
な
い
負
担
を
強
い
ら
れ
る
理
由
は
な
く
、
返
還
さ
れ
る
べ

き
「
物
」
に
つ
き
無
償
で
あ
る
こ
と
は
、
権
利
と
し
て
当
然
の
帰
結
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
被
害
品
た
る
「
物
」
に
対
応
し
た
、
被
害
者
か
ら
の

対
価
と
見
ら
れ
る
反
対
給
付
(
金
銭
、
他
の
財
物
、
何
ら
か
の
行
為
)
が

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
(
「
買
い
戻
し
」
は
ま
さ
に
こ
れ
に
あ
た
る
。

た
だ
し
、
「
買
い
戻
し
」
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

(
訂
)

で
あ
る
)
に
は
、
も
は
や
「
無
償
」
の
回
復
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
「
物
」
が
返
還
さ
れ
た
際
、
被
害
者
に
お
い
て
負
担
が
生
じ
て
い

な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
条
件
を
付
さ
れ
た
と
し
て
も
、
取
り

立
て
て
負
担
と
ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
な
お
「
無
償
」
と

(
お
)

し
て
、
「
正
常
な
回
復
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
本

件
の
上
告
趣
意
は
、
被
害
者
に
よ
る
買
い
戻
し
に
つ
い
て
、
追
求
権
に
お

い
て
は
、
必
ず
し
も
無
償
で
な
く
と
も
、
除
権
判
決
を
得
た
り
、
手
形
訴

訟
で
和
解
す
る
よ
り
も
安
い
費
用
で
済
め
ば
問
題
な
い
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
た
と
え
適
正
な
手
続
に
基
づ
い
て
取
り
戻
す
よ
り
も
安
い
費
用
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
負
担
が
い
わ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
妥
当
で
は
な
い
。

判
例
の
見
解
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
た
と
え
買
い
戻
し
に
要

し
た
金
銭
に
つ
い
て
、
恐
喝
罪
な
ど
に
よ
っ
て
評
価
で
き
る
一
面
を
有
し

て
い
た
と
し
て
も
、
な
お
追
求
権
侵
害
の
も
と
で
、
被
告
人
の
行
為
を
捉

え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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本
決
定
は
、
第
一
に
、
本
罪
の
本
質
に
つ
い
て
、
追
求
権
侵
害
の
側

面
と
本
犯
助
長
的
側
面
が
あ
る
と
し
な
が
ら
、
な
お
追
求
権
侵
害
の
側
面

四
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が
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
し
た
点
、
第
二
に
、
被
害
者
に
対
す

る
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
行
為
も
、
な
お
追
求
権
侵
害
の
も
と
で
理
解
し

う
る
と
し
た
点
、
の
二
点
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
本

罪
の
本
質
及
、
ぴ
保
護
法
益
に
つ
い
て
の
明
確
な
見
解
を
示
し
た
も
の
と
し

て
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
被
害
者
へ
の
盗
品
の
返
還
を
め
ぐ
る
盗
品
関
与
罪
、

と
い
う
問
題
に
お
い
て
、
本
決
定
を
見
た
と
き
、
そ
の
射
程
範
囲
は
限
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
へ
の
返
還
を
め
ぐ
る
場
合

を
類
型
的
に
整
理
す
る
と
、
⑦
被
害
者
と
直
接
接
し
な
い
場
面
で
本
罪
の

成
否
が
問
題
と
な
る
場
合
と
、
@
被
害
者
と
直
接
接
す
る
場
面
で
そ
の
成

否
が
問
題
と
な
る
場
合
、
に
分
け
ら
れ
る
。
⑦
で
は
、
請
求
権
の
相
手
方

が
不
特
定
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
成
否
の
基
準
と
な
り
、
特
に
行
為

類
型
と
し
て
の
、
無
償
譲
り
受
け
、
保
管
、
有
償
譲
り
受
け
、
の
成
否
が

問
題
と
な
り
う
る
。
③
で
は
、
対
価
を
強
い
て
請
求
権
の
不
行
使
を
余
儀

な
く
さ
せ
、
回
復
の
無
償
性
を
侵
害
し
た
か
ど
う
か
が
成
否
の
基
準
と
な

り
、
特
に
行
為
類
型
と
し
て
の
、
運
搬
、
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
、
の
成

否
が
問
題
と
な
り
う
る
(
つ
ま
り
、
⑦
で
は
、
未
だ
被
害
者
と
接
し
て
い

な
い
以
上
、
対
価
を
強
い
る
こ
と
す
ら
問
題
と
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
②

で
は
、
被
害
者
と
す
で
に
接
し
て
い
る
以
上
、
相
手
方
の
不
特
定
さ
は
問

(
ぬ
)

題
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
)
。

⑦
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
特
定
性
を
基
準
と
し
て
、
さ
ら
に
、
@
被

害
者
の
依
頼
に
基
づ
く
場
合
と
、
⑤
被
害
者
の
依
頼
に
基
づ
か
な
い
場
合
、

に
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
@
と
し
て
の
、
被
害
者
の
依
頼

を
受
け
た
者
が
、
窃
盗
犯
人
を
見
つ
け
出
し
、
交
渉
の
上
、
有
償
譲
り
受

け
を
し
た
場
合
に
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
は
請
求
権
の
相
手
方
が
特
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
追
求
権
侵
害
が
認
め
ら
れ
ず
、
不
可
罰
に
な
る
と

解
さ
れ
る
。
反
対
に
、
@
と
し
て
の
、
被
害
者
の
依
頼
に
基
づ
か
ず
に
、

す
な
わ
ち
被
害
者
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
被
害
品
を
買
い
受
け
る
な
ど
し

た
場
合
に
は
、
基
本
的
に
、
物
の
授
受
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
請

求
権
の
相
手
方
が
不
特
定
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
に
お
い
て
は
、
こ

の
う
ち
、
も
っ
ぱ
ら
被
害
者
に
返
還
を
す
る
た
め
に
本
犯
者
か
ら
有
償
譲

り
受
け
を
し
た
場
合
に
、
追
求
権
侵
害
が
な
い
と
し
て
、
被
害
者
の
た
め

(ω) 

に
買
い
受
け
た
者
を
無
罪
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
た

め
に
譲
り
受
け
、
な
い
し
保
管
を
し
た
場
合
は
、
被
害
者
に
売
り
つ
け
て

(
引
)

利
益
を
得
る
意
図
で
本
犯
者
か
ら
有
償
譲
り
受
け
を
し
た
場
合
と
は
、
な

お
区
別
さ
れ
よ
う
。
次
い
で
、
@
に
お
い
て
は
、
①
(
返
還
さ
れ
る
「
物
」

に
対
応
し
た
反
対
給
付
と
し
て
の
)
対
価
を
求
め
る
場
合
と
、
④
そ
の
よ

う
な
対
価
を
求
め
な
い
無
償
で
の
返
還
の
場
合
、
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の

と
き
、
@
の
場
合
は
、
法
益
侵
害
自
体
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
@
の
場

合
と
は
区
別
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
類
型
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
本
決
定
は
、
被
害
者
に
対

す
る
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
行
為
に
つ
い
て
も
、
「
正
常
な
回
復
を
困
難

に
し
た
」
と
し
て
、
そ
の
可
罰
性
を
認
め
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、

あ
く
ま
で
そ
の
射
程
範
囲
は
、
①
の
①
の
範
囲
に
限
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
、

例
え
ば
、
被
害
者
の
た
め
に
譲
り
受
け
、
な
い
し
保
管
を
し
た
場
合
に
ま

で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

刑事半Ij例研究

(
l
)
平
成
七
(
一
九
九
五
)
年
の
改
正
に
よ
り
、
「
賊
物
ニ
関
ス
ル
罪
」

は
、
「
盗
品
等
に
関
す
る
罪
」
に
改
め
ら
れ
た
。
同
時
に
、
行
為
類

型
と
し
て
の
牙
保
は
、
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
に
改
め
ら
れ
た
ほ

か
、
収
受
、
寄
蔵
、
故
買
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
無
償
譲
り
受
け
、
保

管
、
有
償
譲
り
受
け
、
に
改
め
ら
れ
た
。
本
稿
で
は
、
引
用
以
外

は
、
現
規
定
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

(2)
最
判
昭
和
二
三
年
一
一
月
九
日
刑
集
二
巻
一
二
号
一
五
O
四
頁
。

(3)
例
え
ば
、
山
口
厚
「
問
題
探
究
刑
法
各
論
』
(
一
九
九
九
年
)

一
二
三
頁
以
下
、
西
国
典
之
『
刑
法
各
論
』
(
第
二
版
、
二
O

O

二
年
)
二
五
八
頁
。

(
4
)
舟
橋
誇
一
・
徳
本
鎮
編
『
注
釈
民
法
(
六
)
』
〔
好
美
清
光
〕
(
新

版
、
一
九
九
七
年
)
一
四
一
頁
以
下
。

(
5
)
盗
品
関
与
罪
に
先
行
す
る
財
産
犯
を
「
本
犯
」
と
し
、

行
為
者
を
「
本
犯
者
」
と
す
る
。

本
犯
の

(6)
西
国
・
前
掲
註

(
3
)
二
五
九
頁
。
こ
の
点
、
山
口
・
前
掲
註

(3)
一
一
一
五
頁
は
、
「
財
産
犯
で
あ
る
本
犯
を
助
長
す
る
行
為

が
財
産
犯
で
あ
る
本
犯
自
体
よ
り
重
い
と
い
う
こ
と
は
、
盗
品
関

与
罪
の
罪
質
に
関
す
る
い
ず
れ
の
見
解
を
採
っ
て
も
、
簡
単
に
は

説
明
で
き
な
い
。
:
・
む
し
ろ
、
盗
品
関
与
罪
が
、
そ
れ
自
体
財

産
犯
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
加
え
て
財
産
犯
助
長
的
性
格
を
有
す
る

と
解
し
て
初
め
て
説
明
可
能
で
あ
る
と
す
ら
い
い
う
る
」
と
し
て

い
4φ

。

(
7
)
林
美
月
子
「
妊
物
罪
」
刑
法
の
基
本
判
例
(
一
九
八
八
年
)
一

六
六
頁
。

(8)
最
判
昭
和
二
六
年
一
月
三
O
日
刑
集
五
巻
一
号
一
一
七
頁
。

(
9
)
最
決
昭
和
二
七
年
七
月
一

O
日
刑
集
六
巻
七
号
八
七
六
頁
。

(
叩
)
最
決
昭
和
コ
一
四
年
二
月
九
日
刑
集
一
三
巻
一
号
七
六
頁
。

(
日
)
大
判
昭
和
一
四
年
二
一
月
一
一
一
一
日
刑
集
一
八
巻
五
七
二
頁
。

(
ロ
)
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
』
(
第
二
版
、
一
九
九
六
年
)
一
八
O
頁。

(
日
)
明
治
一
五
(
一
八
八
二
)
年
の
旧
刑
法
は
、
第
二
章
「
財
産
ニ

対
ス
ル
罪
」
第
六
節
「
臓
物
ニ
関
ス
ル
罪
」
と
し
て
、
三
九
九
条

「
強
窃
盗
ノ
臓
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
之
ヲ
受
ケ
又
ハ
寄
蔵
故
買
シ

若
ク
ハ
牙
保
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
コ
一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
ニ

処
シ
三
円
以
上
三
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス
」
、
四
O
一
条
「
詐

欺
取
財
其
他
ノ
犯
罪
ニ
関
シ
タ
ル
物
件
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
テ
之
ヲ
受

ケ
又
ハ
寄
蔵
故
買
シ
若
ク
ハ
牙
保
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上

一
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
ニ
処
シ
二
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
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加
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
本
犯
の
罪
種
に
よ
っ
て
行

為
客
体
を
区
別
し
、
互
い
の
法
定
刑
に
差
異
を
設
け
て
い
た
の
で

あ
る
(
中
谷
道
子
「
賊
物
罪
の
本
質
と
賊
物
の
意
義
」
阿
部
純
二

ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
(
五
)
」
(
一
九
九
三
年
)
三
O
O
頁
、

参
照
)
。
こ
れ
に
対
し
、
現
行
刑
法
に
お
い
て
は
、
旧
刑
法
の
採

る
よ
う
な
区
別
の
必
要
は
な
い
と
し
、
か
わ
っ
て
、
「
単
ニ
賊
物

ヲ
収
受
シ
タ
ル
者
ト
運
搬
、
寄
蔵
、
故
買
又
ハ
牙
保
ヲ
為
シ
タ
ル

者
ト
ハ
其
罪
状
大
ニ
異
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
区
別
シ
其
刑
ヲ
異
ニ
シ

タ
リ
」
と
し
て
(
松
尾
浩
也
増
補
解
題
ほ
か
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』

(
増
補
復
刻
版
、
一
九
九
O
年
)
二
一
一
一
四
頁
以
下
、
参
照
)
、

現
規
定
の
よ
う
な
枠
組
み
が
採
ら
れ
た
。

(
U
)
大
判
明
治
二
五
年
一
月
一
一
一
日
裁
判
粋
誌
(
復
刻
版
、
一
九
九

四
年
)
一
一
巻
一
一
一
頁
。

(
日
)
西
原
春
夫
ほ
か
編
『
判
例
刑
法
研
究
(
六
)
』
〔
斉
藤
豊
治
〕
(
一

九
八
三
年
)
三
八
二
頁
。

(
凶
)
前
掲
註

(
2
)
の
最
高
裁
判
決
。

(
げ
)
中
野
次
雄
「
判
批
」
刑
事
判
例
評
釈
集
一
O
巻
(
一
九
五
三
年
)

一
二
三
頁
以
下
。

(
時
)
名
古
屋
高
判
昭
和
二
五
年
四
月
五
日
高
刑
特
報
七
号
一
O
五
真
。

(
印
)
福
岡
高
判
昭
和
二
四
年
一

O
月
一
一
一
日
高
刑
特
報
一
号
二
五
五

頁。

(
却
)
広
島
高
岡
山
支
判
昭
和
二
八
(
一
九
五
一
二
)
年
七
月
九
日
高
刑

特
報
三
一
号
七
六
頁
は
、
「
一
五
来
駐
物
牙
保
の
罪
は
当
然
に
事
後

従
犯
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
は
そ
の
こ
と
を
当

然
に
予
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
結
果
に
お
い
て
財
産
犯
を
誘
発
す

る
弊
害
を
有
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
こ
れ
を
独
立
罪
と
し
て
規
定

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
あ
っ
せ
ん
行
為
だ
け

で
既
遂
の
成
立
に
足
り
る
と
し
た
判
例
と
し
て
、
名
古
屋
高
判
昭

和
二
九
(
一
九
五
四
)
年
三
月
二
九
日
高
刑
集
七
巻
五
号
六
六
O

頁。

(
幻
)
井
田
良
「
盗
品
等
に
関
す
る
罪
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
刑
法
理

論
の
現
代
的
展
開
各
論
』
(
一
九
九
六
年
)
二
五
七
頁
以
下
。
本

罪
の
成
立
に
あ
た
っ
て
追
求
権
侵
害
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
な
い

見
解
と
し
て
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
議
義
』
(
第
三
版
、
一
九

九
九
年
)
二
八
六
頁
以
下
、
伊
東
研
祐
「
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
』

(
第
二
版
、
二
O
O
二
年
)
二
八
七
頁
以
下
も
、
参
照
。

(
辺
)
鈴
木
左
斗
志
「
盗
品
等
の
意
義
」
刑
法
の
争
点
[
第
三
版
]
(
一
一

0
0
0
年
)
二
O
七
頁
、
松
宮
孝
明
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
丘

七
五
号
(
二
O
O
二
年
)
一
一
九
頁
。

(
幻
)
山
口
・
前
掲
註

(3)
一
二
五
頁
。

(μ)
最
決
昭
和
三
九
年
二
月
二
八
日
裁
判
集
刑
一
五
O
号
五
七
九
頁
。

(
お
)
前
掲
註
(
叩
)
の
最
高
裁
決
定
。

(
お
)
我
妻
栄
・
有
泉
亨
補
訂
『
物
権
法
(
民
法
講
義
H
)
』
(
新
訂
、

一
九
八
三
年
)
一
二
一
二
頁
以
下
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
、
見
解
の
対
立
が
認
め
ら
れ
る
。
広
中
俊
雄
『
物
権
法
』

(
第
二
版
増
補
、
一
九
八
七
年
)
一
九
九
頁
以
下
、
鈴
木
禄
弥
『
物
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権
法
講
義
』
(
四
訂
版
、
一
九
九
四
年
)
一
七
七
頁
以
下
、
参
照
。

(
幻
)
中
谷
・
前
掲
註
(
日
)
三
O
四
頁
、
山
口
・
前
掲
註

(3)
二

一
二
頁
も
、

M
年
決
定
を
、
追
求
権
侵
害
を
問
題
と
し
た
も
の
と

し
て
い
る
。

(
犯
)
批
判
的
見
解
と
し
て
、
林
・
前
掲
註

(
7
)

一
六
六
頁
、
中
森
・

前
掲
註
(
ロ
)
一
八
一
頁
、
山
口
・
前
掲
註

(
3
)
一
一
一
一
一
頁
以

下
、
西
国
・
前
掲
註

(
3
)
二
六
回
頁
、
大
谷
賓
『
刑
法
講
義
各

論
』
(
新
版
追
補
版
、
ニ
O
O
二
年
)
三
四
四
頁
以
下
、
野
村
稔
編

「
刑
法
各
論
』
〔
野
村
稔
〕
(
補
正
版
、
二
O
O
二
)
二
四
六
頁
以

下
、
曽
根
威
彦
「
刑
法
各
論
』
(
第
三
版
補
正
版
、
二
O
O
三
年
)

一
九
四
頁
以
下
、
豊
田
兼
彦
「
盗
品
等
に
関
す
る
罪
に
つ
い
て
(
コ
了

完
)
」
法
経
論
集
(
愛
知
大
学
)
二
ハ
一
号
(
二
O
O
三
年
)
一
九

頁
以
下
、
高
山
佳
奈
子
「
判
批
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
四
六
号
(
二

O

O
三
年
)
一
五
六
頁
。
な
お
、
す
で
に
伊
達
秋
雄
「
判
批
」
刑

事
判
例
評
釈
集
一
四
巻
(
一
九
五
七
年
)
一
四
六
頁
は
、
幻
年
決

定
に
対
し
て
、
第
三
の
批
判
と
同
様
、
「
返
還
を
困
難
な
ら
し
め
た

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
金
銭
支
払
を
駐
物
返
還
の
条
件
と
し
た

こ
と
自
体
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
肱
物
の
運
搬
自
体
に
存

す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
た
。

(
却
)
大
判
大
正
一
二
年
六
月
二
九
日
刑
集
三
巻
五
九
六
頁
。
す
な
わ

ち
、
中
国
の
旧
日
本
軍
駐
屯
地
に
食
料
品
が
輸
入
さ
れ
る
に
際
し
、

H
が
輸
入
禁
制
品
で
あ
る
ヘ
ロ
イ
ン
を
密
輸
入
し
て
い
る
こ
と
を
、

W
か
ら
聞
い
て
い
た
被
告
人
が
、
そ
の
ヘ
ロ
イ
ン
の
隠
さ
れ
た
荷

物
が
偶
然
に
も
誤
っ
て

W
の
と
こ
ろ
へ
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
奇
貨

と
し
、
ヘ
ロ
イ
ン
の
返
還
を
求
め
て
き
た

H
に
対
し
、
八
千
円
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
荷
物
は
返
さ
な
い
と
脅
迫
し
て
、
金
銭
を
喝
取

し
た
、
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
大
審
院
が
恐
喝
罪
の
成
立
を
認

め
た
も
の
で
あ
る
。

(
却
)
高
山
・
前
掲
註
(
犯
)
一
五
六
頁
。

(
幻
)
我
妻
H
有
泉
・
前
掲
註
(
却
)
二
一
二
頁
。

(
ロ
)
鈴
木
・
前
掲
註
(
却
)
一
一
一
頁
、
注
釈
民
法
・
前
掲
註

(
4
)

一
O
四
頁
。

(
お
)
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
刑
法
(
一
三
)
』
〔
河
上

和
雄
・
渡
辺
咲
子
〕
(
第
二
版
、
二

O
O
O
年
)
四
八
一
頁
は
、

追
求
権
は
、
単
に
追
求
が
可
能
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
特
段

の
理
由
の
な
い
負
担
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
追
求
で
き
る
」
と
い

う
意
味
も
含
む
と
し
て
い
る
。

(
災
)
深
町
耳
目
也
「
盗
品
運
搬
罪
の
成
否
」
刑
法
判
例
百
選
H
各
論
{
第

五
版
]
(
二
O
O
三
年
)
一
三
九
頁
は
、
批
判
的
見
解
に
対
し
て
、

「
当
該
「
物
」
の
経
済
的
価
値
に
関
す
る
決
定
の
自
由
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
例
え
ば
本
決
定
〔
幻
年
決
定
、
筆
者
註
〕

で
言
え
ば
、
支
払
っ
た
八
万
円
そ
れ
自
体
を
問
題
と
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
考
え
れ
ば
、
追
求
権
拡
張
の
限
界
を
超
え
た
解
釈

と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
お
り
、
判
例
に
肯
定
的
で
あ
る
。
そ
の

他
、
判
例
に
肯
定
的
な
見
解
と
し
て
、
朝
山
芳
史
「
判
批
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
一
二
三
九
号
(
二

O
O
三
年
)
一
一
一
一
六
頁
、
大
場
亮
太
郎
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「
判
批
」
警
察
学
論
集
五
六
巻
六
号
(
二
O
O
三
年
)
二
O
四
頁

以
下
。
結
論
に
お
い
て
肯
定
的
な
見
解
と
し
て
、
井
田
・
前
掲
註

(
幻
)
二
六
二
頁
、
前
回
・
前
掲
註
(
幻
)
二
九
O
頁
以
下
。

(
お
)
豊
田
・
前
掲
註
(
却
)
一
八
頁
以
下
。

(
お
)
我
妻
H
有
泉
・
前
掲
註
(
部
)
二
四
頁
、
鈴
木
・
前
掲
註
(
却
)

一
七
頁
以
下
、
注
釈
民
法
・
前
掲
註

(
4
)

一
六
O
頁
以
下
、
内

田
貴
『
民
法
I
』
(
第
二
版
補
訂
版
、
二
0
0
0
年
)
三
六
O
頁
以

下
、
参
照
。

(
幻
)
大
コ
ン
メ
・
前
掲
註
(
お
)
四
九
九
頁
以
下
、
参
照
。

(
お
)
深
町
・
前
掲
註
(
鈍
)
一
三
九
頁
は
、
追
求
権
は
、
あ
く
ま
で

も
財
産
犯
の
枠
内
で
保
護
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
で
問

題
と
な
る
の
は
、
単
な
る
意
思
決
定
で
は
な
く
、
経
済
的
価
値
に

関
す
る
意
思
決
定
の
自
由
で
あ
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
「
警
察
に

通
報
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
返
還
す
る
」
と
い
う
場
合
は
、
非
経

済
的
負
担
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
負
担
は
本
罪
に
お
い
て

問
題
と
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
(
上
篤
二
両
「
判
批
」
法
学
教
室

二
七
六
号
(
二
O
O
三
年
)
九
二
頁
以
下
も
、
参
照
)
0

も
っ
と

も
、
「
不
作
為
給
付
」
と
い
う
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
(
前

田
達
明
『
口
述
債
権
総
論
』
(
第
三
一
版
、
一
九
九
三
年
)
一
九
頁
)
、

警
察
に
通
報
し
な
い
と
い
う
不
作
為
が
、
必
ず
し
も
非
経
済
的
負

担
で
あ
る
と
い
え
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

(
拘
)
京
藤
哲
久
「
舵
物
運
搬
罪
の
成
否
」
刑
法
判
例
百
選
H
各
論
[
第

二
版
]
(
一
九
八
四
年
)
一
二
九
頁
は
、
被
害
者
へ
の
盗
品
運
搬
が

問
題
と
な
っ
た
幻
年
決
定
に
つ
き
、
被
害
者
の
依
頼
に
基
づ
く
の

で
、
追
求
権
侵
害
は
認
め
ら
れ
ず
無
罪
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
依
頼
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
請
求
の
相
手
方
の
特
定
性
に

か
か
る
要
素
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
被
害
者
と
直
接
接
し
て
い
る

被
害
者
へ
の
盗
品
運
搬
で
は
、
依
頼
の
有
無
が
追
求
権
侵
害
の
有

無
に
関
わ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
刊
)
東
京
高
判
昭
和
二
八
(
一
九
五
三
)
年
一
月
コ
二
日
東
高
刑
時

報
三
巻
二
号
五
七
頁
は
、
宗
教
法
人
R
の
幹
部
で
あ
る

I
と
S
が、

氏
名
不
詳
の
男
か
ら
、
何
者
か
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
久
遠
寺
の
寺

宝
「
同
日
三
幅
本
尊
」
の
買
い
取
り
を
求
め
ら
れ
、
ポ
ケ
ッ
ト
に

忍
ば
せ
た
と
首
を
示
し
つ
つ
、
買
い
取
り
に
応
じ
な
け
れ
ば
第
三

国
に
売
却
す
る
、
あ
る
い
は
焼
却
す
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、

被
害
者
へ
の
返
還
を
目
的
に
、
そ
の
寺
宝
を
有
償
(
五
万
二
千
円
)

で
譲
り
受
け
た
(
後
日
、
そ
の
寺
宝
は
久
遠
寺
関
係
者
に
同
額
の

五
万
二
千
円
と
引
き
替
え
に
引
き
渡
さ
れ
た
)
と
い
う
事
案
に
つ

い
て
、
「
そ
も
そ
も
駐
物
故
買
等
駐
物
に
関
す
る
罪
の
本
質
は
、

他
人
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
財
物
の
追
求
回
復
を
困
難

な
ら
し
む
る
行
為
を
罰
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば

叙
上
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
粧
物
を
買
受
け
た
被
告
人
等
の
本
件

所
為
は
右
蛙
物
故
買
の
罪
の
本
質
に
鑑
み
該
犯
罪
に
当
た
ら
な

い
」
と
し
て
、
有
償
譲
り
受
け
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。

(
H
U
)

本
件
が
、
「
被
害
者
に
売
り
つ
け
て
利
益
を
得
る
意
図
で
本
犯
者

か
ら
有
償
譲
り
受
け
を
し
た
場
合
」
に
あ
た
る
可
能
性
は
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
本
件
の
原
原
判
決
は
、
本
件
犯
行
が
、
被
告
人
ら
が

本
件
手
形
を
買
い
取
っ
た
上
で
の
も
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
単
な

る
あ
っ
せ
ん
で
あ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
結
局
、

被
告
人
ら
の
行
為
を
有
償
処
分
の
あ
っ
せ
ん
と
し
て
認
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
判
決
は
、
有
償

処
分
あ
っ
せ
ん
罪
も
、
有
償
譲
り
受
け
罪
も
、
い
ず
れ
も
盗
品
関

与
罪
で
同
一
罰
条
に
規
定
さ
れ
、
法
定
刑
も
同
一
で
あ
る
か
ら
、

判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な

い
と
し
て
い
る
。

*
脱
稿
後
、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
法
経
論
集
(
愛
知
大
学
)
一
六
二
号

(二
O
O
三
年
)
一
頁
、
前
田
雅
英
「
盗
品
等
に
関
す
る
罪
」
研
修
六

六
三
号
(
二
O
O
一
二
年
)
三
頁
、
高
山
佳
奈
子
「
判
批
」
現
代
刑
事
法

五
四
号
(
二
O
O
三
年
)
五
人
頁
に
接
し
た
。
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